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      防犯灯設置【新設】、【LEDへの交換】に対する市補助金制度について


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-1209

  

  
    公開日 2022年10月17日

  



      
      
  八幡浜市では、市民の皆さんが、安全で、安心して暮らせる生活環境の整備を図るため、地区で設置またはLEDへ交換する防犯灯に対して、1基につき20,000円を限度に補助しています。
〔※予算がなくなり次第、受付は終了となります。〕

 

１．補助金対象となる防犯灯

○新設

※修理、増設等は対象外です。

○LEDへの交換

※故障や破損、電球が切れるなどして、使用できない場合に限ります。

 

２．補助金の額

○1基につき、20,000円を限度に補助します。

※工事費が1万円未満の場合は、補助の対象外です。

※工事費が1万円以上、2万円未満の場合には、全額を補助します。

※工事費が2万円以上の場合は、2万円を補助します。

 

３．補助金の申請者

○補助金申請は地域を代表する区長、民生委員、町内会長等が行ってください。

 

４．補助金の交付条件

○防犯灯の毎月の電気料等の「維持費」はその地域負担となります。

○国道、県道は除きます。

○商店街や市街地のバス運行路線など大通りは除きます。

○基本的には、市道で、家並みはあるが暗く、歩行する上において危険、また精神的不安を感じるような暗い道路を対象とします。

 

５．補助金の交付申請

	○交付申請時に提出していただくもの 
	1.申請書（押印が必要です。）	 Word　　PDF　　記載例

	2.収支予算書	 Word　　PDF　　記載例

	3.見積書（工事施工業者へ依頼してください。）	 
	4.設置場所地図（自作の地図でも構いません。）	 
	5.振込口座の情報（金融機関名、口座番号、通帳名義等が必要ですので、通帳のコピーを提出して下さい。）
	  	 
	○交付決定後に工事を行った後、提出していただくもの 
	1.実績報告書（押印が必要です。）	 Word　　PDF　　記載例

	2.収支決算書 	 Word　　PDF　　記載例 
	3.精算払請求書（押印が必要です。）	 Word　　PDF　　記載例 
	4.着工前、完成後の写真 	 
	5.領収書（コピーで構いません。）	 


 

※申請書は総務課危機管理・原子力対策室にもあります。

 

６．申請窓口、問い合わせ先

八幡浜市総務課危機管理・原子力対策室（八幡浜庁舎３階）
TEL　0894-22-3111（内線：1327）

E-Mail　bousai@city.yawatahama.ehime.jp

 



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
総務企画部　総務課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5988
FAX：0894-24-0610
E-Mail：soumu@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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